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生活目標強調週間を終えて 
1月 27日(月)～1月 31日(金)に 1、2年生を対象に 3学期生活目標強調週間が実施されました。 

昨年度に比べて遅刻者や指導件数は少なくなりましたが、油断することなく学校生活を過ごしま

しょう。 
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生活目標強調週間結果

【 OK◎ 】 

・黒・紺を基調としたコート 

     ※学校推奨はダッフル・トレンチ 

・部活動で使用している防寒着 

【 NG× 】 

・指定外の色、パーカー、ボア、フリース素材 

【 着用方法知っていますか？ 】 

 

“防寒着の着用は、 

      ブレザーの上から！！” 
カッターシャツ、ベスト、セーターの上に 

直接着ることはできません。 

 
高校生活はいかがでしたか？楽しかったこと、悔しかったこと、色々な思い出が 

あることでしょう。皆さんが過ごした 3年間は、高校生でしか経験できないこと 

ばかりです。その経験はきっと皆さんの将来への糧になることでしょう。 

これから、新しい道を進むなかで壁にぶつかることもたくさんあると思います。 

般若心経には「一切皆苦」という言葉があります。「人生はデコボコ道」という意味です。 

この先、辛いことや苦しいことがあっても、固い意志と挑戦する勇気をもってください。 

努力は噓をつきません。失敗しても諦めず、夢に向かって挑戦してください。 

愛高生の皆さんなら、必ず努力が実を結ぶことを信じています。 

最後になりますが、見出しのお花はガーベラです。花言葉は「希望」「常に前進」。 

皆さんのこれから歩む道が希望で溢れますように。 

新しい場所での活躍を心よりお祈りしています。 

あなたの防寒着は大丈夫？ 

【 生徒の内訳 】 

 1年  2年 

遅刻者 ２人(８)  ８人(３) 

指導違

反 

5人(２０)  7人(１９) 

()は R5年度 3学期 

【３月度の購買営業】 

6日(木)11:00～12:30 

場所：本館のセブン自販機前 

ご卒業おめでとうございます！ 

３人

４人

１人

２人

２人

落とし物だよりについて 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

デジタルタトゥーを知っていますか？ 
 デジタルタトゥーとは、インターネット上での発言や行動が、 

画像や動画などの情報が残ることで、一度拡散されると完全に 

消すことが難しいことから、入れ墨を意味する「タトゥー」に 

なぞらえて呼ばれています。 

 

一度ネット上にあがった内容は削除しても完全には削除されません。 

匿名で投稿をしたとしても特定されてしまいます。 

個人情報や第三者の情報・不適切な画像・誹謗中傷・その他拡散されると困るものは SNS上にあ

げてはいけません。投稿する前に、「自分や、第三者にどのような影響を及ぼしてしまうのか」を

しっかりと考えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブレット、授業に関係のない用途で使っていませんか？ 

皆さんに支給されたタブレットは、ロイロノートや検索機能を通して 

普段の授業の理解をより深めるための ICT機器です。 

 《 授業に関係のないアプリは開かない！・ プライベートなものに使用しない！ 》  

ルールを守ってしっかり授業を受けましょう。 

校内の落とし物は生徒指導部で保管されます。 

また、学年の先生を通じて、落とし物だよりを配信しています。 

(F・S・T全学年ロイロノートを通じて) 

新年度を迎える前に第 1回から落とし物だよりを再度確認してみてください。 

過去のものが確認できない場合は、生徒指導部の先生に尋ねてくださいね。 

 

 

 

 

共通の持ち物(制服・生徒手帳・体操服)などには必ず名前を書きましょう！ 

 

【 落とし物の管理について 】 

<貴重品／タオル・ハンカチ類／図書・文具類／制服類・生徒手帳／水筒・弁当類／衣服類／その他> 

の 7種類に分けて 3年間保管しています。 

 

 

 

< 実際の影響例 > 

・就職先の内定が取り消しになった… 

⇒学生時代の投稿や問題行動を起こした事

実は消えません。今のあなたの行動が将来の

選択肢を狭めてしまうかもしれません。 

 

・犯罪に遭ってしまった… 

⇒一度炎上してしまうと、他者により、住所

や電話番号が特定され、ネット上に晒される

ケースがあります。ストーカーなどの犯罪行

為に利用される危険性があります。 

< 誹謗中傷に遭った時の相談窓口 >  

〇相談したい 

…「まもろうよ こころ」厚生労働省 

〇迅速な助言が欲しい 

 …「違法・有害情報相談センター」総務省 

〇削除要請・助言が欲しい 

 …「人権相談」法務省  

〇プロバイダへ連絡してほしい 

 …「誹謗中傷ホットライン」 

サーファーインターネット協会 

ひとりで抱え込まず、家族の方、信頼できる先生、スクー

ルカウンセラーなど、周りの大人に相談しましょう。 

 


